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○うるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則 

平成２４年３月３０日 

規則第１５号 

改正 平成２８年３月３１日規則第２３号 

令和４年３月２４日規則第１２号 

（目的） 

第１条 この規則は、うるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条

例（平成２３年うるま市条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（特例許可の申請等） 

第２条 条例第８条第１項（条例第１０条において準用する場合を含む。）の規定によ

る許可（以下「特例許可」という。）を受けようとする者は、特例許可申請書（様式

第１号）の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

（１） 申請理由書 

（２） 付近見取図 

（３） 周囲現況図（申請に係る敷地境界から周囲おおむね５０メートルの範囲内に

おける建築物及び工作物の用途別現況概要を示すもの） 

（４） 配置図 

（５） 各階平面図（建築物に限る。） 

（６） ２面以上の立面図及び断面図 

（７） 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物については、工場

等調書（様式第２号） 

（８） その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書（様式第３号）に前項の申請書の

副本及びその添付書類（以下「副本等」という。）を添えて申請者に通知するものと

する。 

３ 市長は、特例許可をしないときは、特例許可をしない旨の通知書（様式第４号）に

副本等を添えて申請者に通知するものとする。 
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（特例許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転） 

第３条 条例第８条第２項のただし書により定める建築物の増築、改築又は移転は、次

に掲げる要件に該当する場合とする。 

（１） 増築、改築又は移転が特例許可を受けた敷地内におけるものであること。 

（２） 増築又は改築後の条例第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分

の床面積等の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積等の合計を超

えないこと。 

（３） 条例第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等

の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容

量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超

えないこと。 

（卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する施設） 

第４条 条例別表第１農業保全地区の項４の規定により規則で定めるものは、次に掲げ

るものとする。ただし、勝連城跡周辺保全地区については、床面積及び処理能力の規

定は適用しない。 

（１） 卸売市場、火葬場又はこれらに類するもので、床面積の合計が５００m２を超

えるもの 

（２） へい獣処理施設、と畜場又はこれらに類するもので、床面積の合計が１００

m２を超えるもの 

（３） 汚物処理場、ごみ焼却場又はこれらに類するもので、処理能力が３，０００

人を超えるもの 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以

下「廃掃法施行令」という。）第５条第１項に掲げる一般廃棄物を処理する施設の

うち、同項に規定する処理能力の２分の１を超えるもの 

（５） 廃掃法施行令第７条第１号から同条第１３号の２までの規定に掲げる産業廃

棄物を処理する施設のうち、同規定に規定する処理能力の２分の１を超えるもの 

（６） 勝連城跡周辺保全地区で申請敷地以外から発生する廃棄物を処理する施設 

（卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する工作物） 

第５条 条例別表第２築造してはならない工作物の欄４の規定により規則で定めるも
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のは、次に掲げるものとする。ただし、勝連城跡周辺保全地区については、処理能力

の規定は適用しない。 

（１） 卸売市場、火葬場又はこれらに類するもの 

（２） へい獣処理施設、と畜場又はこれらに類するもの 

（３） 汚物処理場、ごみ焼却場又はこれらに類するもので、処理能力が３，０００

人を超えるもの 

（４） 廃掃法施行令第５条第１項に掲げる一般廃棄物を処理する施設のうち、同項

に規定する処理能力の２分の１を超えるもの 

（５） 廃掃法施行令第７条第１号から同条第１３号の２までの規定に掲げる産業廃

棄物を処理する施設のうち、同規定に規定する処理能力の２分の１を超えるもの 

（６） 勝連城跡周辺保全地区で申請敷地以外から発生する廃棄物を処理する施設 

（適用） 

第６条 条例第４条に適用しない事由が処理の用途に供する建築物の処理能力による

場合においては、条例第５条第４号中「原動機の出力」とあるのは「処理能力」と読

み替えるものとする。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年

４月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であっ

てこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にさ

れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前のうるま市情報公開条例施行規則、
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第２条の規定による改正前のうるま市個人情報保護条例施行規則、第３条の規定によ

る改正前のうるま市コミュニティ防災センター条例施行規則、第５条の規定による改

正前のうるま市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第６条の規定による改

正前のうるま市社会福祉センター条例施行規則、第７条の規定による改正前のうるま

市健康福祉センター条例施行規則、第８条の規定による改正前のうるま市生活保護法

施行細則、第９条の規定による改正前のうるま市中国残留邦人等に対する支援給付事

務取扱細則、第１０条の規定による改正前のうるま市助産の実施に係る事務取扱規則、

第１１条の規定による改正前のうるま市児童館条例施行規則、第１２条の規定による

改正前のうるま市こどもセンター条例施行規則、第１３条の規定による改正前のうる

ま市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則、第１４条の規定による

改正前のうるま市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条

例施行規則、第１５条の規定による改正前のうるま市障害児福祉手当及び特別障害者

手当等事務取扱細則、第１６条の規定による改正前のうるま市母子及び父子家庭等医

療費助成に関する条例施行規則、第１７条の規定による改正前のうるま市老人ホーム

入所措置等に関する規則、第１８条の規定による改正前のうるま市伊計島老人憩いの

家条例施行規則、第１９条の規定による改正前のうるま市高齢者等緊急一時保護事業

実施規則、第２０条の規定による改正前のうるま市福祉電話設置規則、第２１条の規

定による改正前のうるま市高齢者紙おむつ支給事業実施規則、第２２条の規定による

改正前のうるま市住宅改修支援事業実施規則、第２３条の規定による改正前のうるま

市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施規則、第２４条の規定による改正前の

うるま市津堅島介護保険地域密着型サービス施設条例施行規則、第２５条の規定によ

る改正前のうるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則、第２

６条の規定による改正前のうるま市学習等供用施設その他の施設条例施行規則、第２

７条の規定による改正前のうるま市農村環境改善センター等条例施行規則、第２８条

の規定による改正前のうるま市イモゾウムシ等防除条例施行規則、第２９条の規定に

よる改正前のうるま市荷捌施設・漁民研修施設条例施行規則、第３０条の規定による

改正前のうるま市水産物鮮度保持施設条例施行規則、第３１条の規定による改正前の

あやはし館の設置及び管理に関する条例施行規則、第３２条の規定による改正前のい

ちゅい具志川じんぶん館条例施行規則、第３３条の規定による改正前の石川地域活性
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化センター舞天館条例施行規則、第３４条の規定による改正前のうるま市立地企業の

支援に関する条例施行規則、第３５条の規定による改正前のうるま市IT事業支援セン

ター条例施行規則、第３６条の規定による改正前のうるま市商工業研修等施設条例施

行規則、第３７条の規定による改正前のうるま市特定用途制限地域内における建築物

等の制限に関する条例施行規則、第３８条の規定による改正前のうるま市景観条例施

行規則、第３９条の規定による改正前のうるま市石川多目的ドームの設置及び管理に

関する条例施行規則、第４０条の規定による改正前のうるま市地域交流センター条例

施行規則、第４１条の規定による改正前のうるま市道路占用規則、第４２条の規定に

よる改正前のうるま市法定外公共物管理条例施行規則、第４３条の規定による改正前

のうるま市火災予防条例施行規則及び第４４条の規定による改正前のうるま市危険

物規制施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和４年３月２４日規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のうるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行

規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に

申請を受理したものについては、なお従前の例による。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

 


